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日時：令和８年２月10日㈫ 午前10時30分～
場所：大阪合同庁舎第4号館2階　第2共用会議室

　令和７年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰式が挙行され、さくら商事株式会社　吉岡正樹氏が貨物
運送事業功労で近畿運輸局長表彰を受賞しました。
　服部真樹 近畿運輸局長は、「受賞者の皆様は、社会情勢が変遷する中で日夜ご尽力され、活動を通じ、
輸送の安全を確保する重要な役割をされている。これからは若い方々の目標となって頂きたい。」と挨拶
されました。

令和７年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰式令和７年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰式
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▲後列右が、吉岡正樹 氏



物流セミナーの案内

２０１９年発行の「トラック奈良」

……………………………………… 48

…………………… 巻末

■ 全ト協から

■ 奈ト協から

奈良県からのお知らせ

奈良県税務課からのお知らせ

国土交通省からのお知らせ

軽油価格調査集計表（2019年10月）

1月・2月の行事（予定）表

適正化事業・巡回指導報告書

事業用自動車事故事例№53

トラックの構造上の特性

KIT事業の案内

災害事例とその対策

近畿交通共済からのお知らせ

奈良県警察本部からのお知らせ

…………………………………… 32

…………………………… 36

……………………………… 37

………………… 39

………………………………… 40

……………………………… 41

……………………………… 42

………………………………… 43

……………………………………………… 44

……………………………………… 45

…………………………… 46

………………………… 47

■ 奈良運輸支局から

■ 国土交通省から

■ 陸災防から

■ 奈良県警察本部から

■ 近畿交通共済から

■ 奈良県から

■ 陸災防から

■ 全ト協から 第132回 トラック運送業界の景況感（速報）

軽油価格調査集計表（2025年12月）

飲酒運転撲滅を目指して

重大な労働災害を防ぐためには

事業報告書及び事業実績報告書の提出について

事業用自動車事故事例№127

KIT事業の案内

適正化事業・巡回指導報告書

トラックの構造上の特性

3月・4月の行事（予定）表

奈良県警察本部からのお知らせ

近畿交通共済からのお知らせ

奈良運輸支局からのお知らせ

「荷捌き施設」が整備されました

陸災防 近畿ブロック支部長・事務局長会議

………… 20

………………… 24

………………………………… 25

………………………… 26

…… 28

………………………… 30

…………………………………………… 31

…………………………… 32

………………………………… 33

………………………………… 34

………………………… 35

…………………………… 36

…………………………… 37

………………………… 38

……… 巻末

■ 奈ト協から

■ 奈良県警察本部から

■ 近畿交通共済から

近畿運輸局自動車関係功労者表彰式

奈良・針トラックステーションの労働環境改善

法令遵守セミナー

中小運送事業者のためのＤＸ推進セミナー

人材確保・労働環境改善セミナー

優良事業所表彰式・優秀運転者顕章伝達式

近畿地区物流政策懇談会

大和郡山市へ交通安全啓発冊子

天理警察署へ交通安全啓発冊子

郡山警察署へ交通安全啓発冊子

河合町へ交通安全啓発冊子

高齢者と子どもの交通安全啓発冊子

青年部会全国大会に参加

奈良県トラック協会 吉野支部会

内閣総理大臣 衆議院議員 高市早苗 事務所から来訪

奈良県議会議員来訪

……………… 巻頭

……… 2

………………………………………… 3

…………… 6

………………………… 7

…………… 8

………………………………… 10

……………………… 11

……………………… 12

……………………… 13

……………………………… 14

………………… 15

………………………………… 16

……………………… 17

… 18

……………………………………… 19

ヤマト運輸㈱奈良主管支店



奈良・針トラックステーションの労働環境改善奈良・針トラックステーションの労働環境改善

～聞き取り・令和8年1月14日、22日、23日～

　奈良市針町に所在する、全日本トラック協会管理に係るトラックドライバーの休憩施設である「奈良・
針TS」のトラックドライバー労働環境が大幅に改善されました。
　「奈良・針TS」は、全国第２位の立ち寄り台数です。
　この度、全日本トラック協会道路・施設委員会御手洗 安委員長、山﨑 寛常務理事等による建物、駐車
場の現況視察があり、立ち寄るドライバーの労働環境改善のため、施設内のトイレが全て洋式のウォシュ
レットに改修され、令和７年11月に完工しました。
　この環境改善について、立ち寄りドライバーに聞き取り調査をした結果、下記のとおり好評を得てい 
ます。

一宮運輸（株）児玉英嗣 氏
　何度も利用しているが、トイレが綺麗に改修されビックリした。特に冬
場は便座が冷たく辛かったが、暖かく、快適に利用できうれしかった。

トラストドットコム（株）田中進二 氏
　初めて利用したが、暖かい便座は気持ちよく快適に利用できました。

（株）太陽商会 吉田圭子 氏
　便座も暖かく快適で使いやすくて、非常に良かった。

コスモ運輸（株）篠塚雅子 氏
　ウォシュレット付きのトイレとなっていたので、今後も利用したい。

（株）如意運輸 井上澄人 氏
　何度もこのトラックステーションを利用していますが、改修していただ

き便座が暖かく、ウォシュレットもついて快適に利用できました。

大栄環境（株）本田 剛 氏
　暖かい便座が非常に快適だった。

（株）阪南流通　入江洋司 氏
　以前の和式トイレは不便でしたが、洋式でウォシュレットとなったこと

が非常に良かった。
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日時：令和８年１月29日㈭ 午後１時30分～　
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：26名

≪県内の交通情勢等について≫
講師：奈良県警察本部 交通部 交通企画課 課長補佐 今谷 広人 氏

≪職場におけるメンタルヘルス対策について≫
講師：奈良労働局 労働基準部 健康安全課 主任地方産業安全専門官 上林 純 氏

　奈良県内の交通事故は、過去
10年のデータでみると、人身事
故の件数と死者数は減っている

　県内の労働災害については全
産業、道路貨物運送事業とも横
ばい。精神障害が原因での労災
がかつてない勢いで増えてい
る。運輸・郵便業が全体に占め
る割合は約10％、支給決定は社
会福祉、医療に次いで道路貨物
運送業が多い。職場のメンタル
ヘルス対策は未然防止が第一、
二次予防は早期発見と適切な対
応、三次予防は職場復帰支援。 

　（公社）奈良県トラック協会
では、関係する行政機関の協力
を得て、輸送の安全確保、交通
事故防止、労働災害防止、法改
正などの法令遵守について理解
を深めるためのセミナーを実施
しました。主な内容は以下の通
りです。

が、全事故件数に対する高齢者
の割合は増えている。令和７年
の事故による死者の半数が高齢
者。また車と自転車の事故が増
えてきている。自転車事故では
頭を打つと重症化しやすい。ヘ
ルメットの着用をお願いしたい。
小学校等の登下校の時間帯は
特に注意を要する。奈良県警の
ホームページで取締情報を発信
しているが、そういう場所は事
故を起こしやすい場所。「ナポ

ストレスチェック制度は労働者50

人以上の事業場に義務付けられ

ていた（50人未満の事業場は努

力義務）ところ、令和７年５月に
公布された改正労働安全衛生法
により、これを全ての事業場に
義務化する。（施行期日は公布後
３年以内に政令で定める日。）調
査票を従業員に渡して質問、結
果を本人に通知、ストレスの高
い人には医師の面接指導を勧め

法 令 遵 守 セ ミ ナ ー法 令 遵 守 セ ミ ナ ー

リス」という無料のアプリをダ
ウンロードして確認してほしい。
今春から16歳以上の違反者に対
して自転車への青切符適用が始
まる。自転車での飲酒運転も検
挙事例が増えてきた。免許証を
持っている方に対しては、罰金
に加えて30日間の免停になる。
どこで飛び出しの自転車や車が
あるかわからない。是非とも家
族や同僚、従業員へも注意内容
を伝えてほしい。

る。また質問を分析し、職場環
境の改善につなげる必要がある。

▲奈良県警察本部　今谷 広人 氏

▲奈良労働局　上林 純 氏
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≪自動車監督の実施状況作業について≫
講師：奈良労働局 労働基準部 監督課 専門監督官 古元 寿 氏

≪近年の監査の状況について≫
講師：近畿運輸局 奈良運輸支局 企画輸送・監査部門　運輸企画専門官 佐藤 史也 氏

　改善基準告示違反は最大拘束
時間によるものが多い。奈良県
の違反は全国平均と比べて低い

　飲酒運転は減少傾向ではある
が下げ止まっている。令和６年
９月に改正され10月に施行され
た自動車運送事業者に対する行
政処分基準の一部改正では、飲
酒運転防止に係る指導監督義務
と点呼実施義務に対して違反行
為を設けた。それぞれ初違反で
100日車、再違反で200日車と厳
しくなっている。飲酒運転に加
えて、指導監督と点呼が未実施
だと300日車になる。令和６年度
のトラックの違反内容の541件

傾向。但し令和６年度は上回っ
た。37条の違反（割増賃金）は
前年度より増えている。改善基
準告示違反については前年度と
比べて大きく上昇している。総
拘束時間、休息期間、連続運
転時間の３つの上昇幅が大きく
なっている。運転時間の適正管
理をしてほしい。トラックに比
べてバス・タクシーは監督実施
数が少ない。母数が少ないため
違反率が高い傾向にある。県内

中、65.6％が過労防止等。他の
業態（バス・タクシー）と比較
して乗務時間、健康管理、点呼
関係の違反が多い。勤務時間等
基準告示の遵守違反に対して、
未遵守件数６件以上15件以下で
改正後、未遵守１件につき初違
反で２日車など行政処分がより
厳しくなっている。健康診断に
ついても未受診者３名以上で、
未受診者１名につき、初違反で
15日車となっている。特に中途
採用者の場合、健康診断を受け

に50人以上の事業場は多くない
ので率が上がりやすい。規模別
では10人から29人の事業場で違
反率が高い。令和６年はすべて
の規模で違反率が上がってい
る。改正改善基準告示以降、対
応仕切れていない事業場がまだ
まだある。適正な時間管理と賃
金支払いで労務管理を行ってい
ただきたい。

ていない期間が長くなることも
あり、１年以内の健康診断に漏
れないよう配慮して採用してほ
しい。

≪近年の物流関係における法改正について≫
講師：近畿運輸局 奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 運輸企画専門官 東 晃一郎 氏

　時間外労働時間の規制により
令和12年には30％以上の荷物を
運べなくなるという試算がある。
令和７年４月１日に施行された

物流改正法ではすべての荷主に
物流効率化のため取組むべき措
置について努力義務が課せられ
る。法律の狙いは荷主と運送事
業者の関係をよくしようという
ことにある。
　トラック適正化二法は適正原
価の収受ができているか、受注
者、発注者両方に義務を課して
おり、３年の経過措置がある。
また貨物運送事業者は元請とし
て運送を引き受けるとき再委託
の回数を２回以内に制限するよ

う努力義務化。違法な「白トラ」
に係る荷主等へ是正指導を実
施。あわせて真荷主の定義を変
更する。令和８年４月１日から
は貨物自動車運送事業者に加え
て、貨物利用運送事業者も真荷
主の範囲から除外され、荷主が
真荷主となる。
　令和８年１月１日施行の改正
下請法（取適法）は協議を適切
に行わない一方的な代金額決定
の禁止、運送委託の対象取引へ
の追加、面的執行の強化などを

▲奈良労働局　古元 寿 氏

▲奈良運輸支局　佐藤 史也 氏

▲奈良運輸支局　東 晃一郎 氏
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盛り込んだ。公正取引委員会、
中小企業庁、事業所管省庁が連
携して「報復措置の禁止」をよ
り実行力のあるものにする。ま
たトラック・物流Gメンは荷主
の方に話を聞いたり、トラック

運送事業所などに情報提供を呼
びかけている。文書による是正
指導も、ただ文書を出して終り
ではなく、フォローアップなど
の意見交換もしている。昨年10
月、11月は集中監視月間として

国をあげてパトロールを実施し
た。これを追い風にして皆さん
の事業をより良いものにして頂
きたい。

自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について

処分量定の引き上げ(違反件数に比例した処分の導入)
勤務時間等基準告示の遵守違反

未遵守件数
処分内容

初違反 再違反
5件以下 警告 （変更なし） 10日車 （変更なし）

6件以上
15件以下 改正前

10日車
改正後

２日車／
未遵守１件

改正前
20日車

改正後

４日車／
未遵守１件16件以上 改正前

20日車
改正前
40日車

点呼の実施違反

未実施件数
処分内容

初違反 再違反
19件以下 警告 （変更なし） 10日車 （変更なし）

20件以上
49件以下 改正前

10日車
改正後

１日車／
未実施１件

改正前
20日車

改正後

２日車／
未実施１件50件以上 改正前

20日車
改正前
40日車

トラックのみ

令和6年9月改正・10月施行

自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について

処分量定の引き上げ(未受診者数に比例した処分の導入)処分量定の引き上げ(未受診者数に比例した処分の導入)

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務（過過去去1年年以以内内にに法法定定のの健健康康診診断断をを受受診診ささせせてていいなないい状状態態でで運運行行業業務務にに従従事事）

処分内容
未受診者

再違反初違反
（変更なし）10日車（変更なし）警告１名
（変更なし）40日車（変更なし）20日車２名

改正後
30日車／
未受診者１名

改正前

80日車
改正後
１5日車／
未受診者１名

改正前

40日車３名以上

令和７年３月改正・４月施行

トラック、バス、タクシー

自動車運送事業の運転者の疾病によ
る事業用自動車の事故報告件数が、
平成26年に220件であったのが令和
5年に418件と右肩上がりとなってお
り、健康診断の受診を徹底すること
により健康起因事故の更なる低減が
必要な状況であることから、処分基
準を強化。

自動車運送事業者に対する行政処分基準の一部改正について

処分量定の引き上げ(未受診者数に比例した処分の導入)処分量定の引き上げ(未受診者数に比例した処分の導入)

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務（過過去去1年年以以内内にに法法定定のの健健康康診診断断をを受受診診ささせせてていいなないい状状態態でで運運行行業業務務にに従従事事）

処分内容
未受診者

再違反初違反
（変更なし）10日車（変更なし）警告１名
（変更なし）40日車（変更なし）20日車２名

改正後
30日車／
未受診者１名

改正前

80日車
改正後
１5日車／
未受診者１名

改正前

40日車３名以上

令和７年３月改正・４月施行

トラック、バス、タクシー

自動車運送事業の運転者の疾病によ
る事業用自動車の事故報告件数が、
平成26年に220件であったのが令和
5年に418件と右肩上がりとなってお
り、健康診断の受診を徹底すること
により健康起因事故の更なる低減が
必要な状況であることから、処分基
準を強化。
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日時：令和８年１月26日㈪ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加者：９名

ＤＸ戦略の第二段階。
　輸配送管理システムのほか、
点呼、日報システム、会計シス
テムなどすべての業務プロセス
を一元管理し、各業務を横断す
る視点に立って、例えば季節の
変化や道路事情によって配送業
務がどのような影響を受けるか
をＡＩで可視化するというのが
第二段階での取組みのイメー
ジ。こうして得られたデータは
需要予想や配車計画の策定だけ
でなくドライバーの安全運転指
導や労働時間の管理にも役立つ
はずである。

期待できる効果
　ＤＸに精通した人材の育成や
ＤＸを主導する専門チームの新
設もデジタル戦略の中に盛り込
んでほしい。外部からの人材登
用も選択肢のひとつ。チームが
核となり会社一丸となって意識
改革を行い、斬新なアイデアを
社員が次々と提案してくるよう

などについて解説。セミ
ナーにはＤＸに関係する
タイガー、ナブアシス
ト、TUMIXの３社も参
加し、それぞれの担当者
が総合管理システムや点
呼システムなどの操作方
法や導入効果について説
明しました。主な内容は
以下の通りです。

アナログからデジタルへ
　手書きの指示書などによる配
車・運行管理や対面で行う点呼
といった既存のアナログ業務を
個々の業務分野単独でデジタル
システムに転換することがＤＸ
戦略の第一段階である。導入し
た複数のシステムを連携し、そ
れぞれのシステムから得られた
データをパソコン上でＡＩを
使って詳細に解析。その結果を
活用し業務の問題点を浮き彫り
にして、燃料費などの輸送コス
ト削減や輸送効率の向上、現場
に出ている配送車の事故率の低
下などに結び付けていく過程が

　最先端の輸配送管理システム
などを導入し収益構造の変革に
取り組む「物流ＤＸ（デジタル
トランスフォーメーション）戦
略」の方策を学ぶセミナーが開
かれました。講師は近代経営
システム研究所の森高弘純代
表。デジタルシステム導入の手
法からＡＩを駆使した経営計画
の策定、サイバー攻撃への対応

な企業風土を醸成することが
ＤＸを成功させる秘訣である。
　こうしたＤＸ戦略がかなり進
展した段階にくれば、企業間連
携を目的としたプラットフォー
ム事業への参入も視野に入って
くる。共同配送や荷物の温度な
どを監視・通知するコールド
チェーン輸送、地域の交通イン
フラと連携したラストワンマイ
ル輸送といった事業が浮上して
くるだろう。一方、ＤＸ戦略に
はリスクも存在する。それがサ
イバー攻撃。怪しいメールが着
信したら開かず、触らず、即座
に社長や管理職に報告、相談す
る。そして顧客などを装ってい
ても怪しければ、その顧客への
連絡は電話で行う。こういった
対応を社内で徹底していただき
たい。「クリックする前に一声
かける」。これを社内の文化に
してほしい。

中小運送事業者のためのＤＸ推進セミナー中小運送事業者のためのＤＸ推進セミナー
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日時：令和８年２月２日㈪ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　2階　研修室　　　参加者：14名

令和７年度　トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー令和７年度　トラック運送事業者のための人材確保・労働環境改善セミナー

運転者人材等の採用

人材採用、定着、法令におけるAIの活用

た。その後、Ｗｅｂ求人サイト
で集まるようになり、スマホで
ユーチューブなどの動画が見ら
れるようになるなど求人の成功
パターンが大きく変わってき
た。Ｗｅｂの求人サイトで100
万円ほどかかっていたのがユー
チューブやＴｉｋＴｏｋで動画
をあげると０円。今は生成ＡＩ
を使えば簡単に動画ができる。
生成ＡＩを業務に取り入れるか
どうかで、今後の５年、大きく
差が出る。2030年に労働人口構
成が変わり、ドライバー不足が

かれる「黙示の指示」による労
働も労働時間に当たるので、要
注意。

　中小の事業者はドライバー不
足に悩んでいるが、大手の事業
者はコンスタントに人を採用し
ている。20年前はハローワー
クだけで人材確保ができてい

　まずは採用専用のＷｅｂサイ
トをもち、スマホ専用の人材に
特化したホームページをつくる
こと。目を引くタイトルなども
ＡＩが考えてくれる。採用の際
に注意したいのは短期間で職を
変わっているとか交通違反を繰
り返している人は採らないなど、
採用しない基準も設けたい。採
用したあと、定着率をあげるた
めには固定給か歩合給かは本人
の希望に沿ってあげるとよい。
定額残業代は未払い残業代の訴
訟を起こされやすく、会社が負
けることが多い。休憩時間や待
機時間を記録し、労働時間の管
理を徹底することが大事。会社
の指示がなくても労働者が事実
上労働せざるを得ない状況にお

　トラック運送業界のドライ
バー不足が深刻化している状況
を踏まえ人材の採用や定着に向
けた職場環境の整備に関する実
務について学ぶセミナー。講師
は日本ＰＭＩコンサルティング

加速するが、資料によると運転
者の人数は横ばいで減ってはい
ない。事業規模による格差があ
り、大手では増えている。動画
を出す場合は会社を前面に出す
のではなく、ドライバー目線で
発信するのが成功の秘訣。また
大型ショッピングモールや自動
車教習所の掲示板に求人告知を
貼りだすなど、あらゆる媒体を
活用することが人材確保につな
がる。

い の で 一 度、AIを 使 っ て 人
材 の 採 用 な ど に 活 用 し て ほ 
しい。

株式会社 代表
取締役の小坂真
弘氏。主な内容
は以下の通りで
す。

　ＡＩは膨大な情報を
入れることで精度が上
がる。ヒヤリハットや
デジタコ、クレーム情
報のデータを入れると
それをまとめてくれ
る。ＡＩを自分の部
下として活用し、頭
の中を整理するとい
い。雇用契約書や就業
規則などのひな型に自
社の特徴を読み込ま
せてミックスすると
簡単に自社のものを
つくることができる。
まずは興味本位でい
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34事業所と18名の運転者を表彰

日時：令和８年２月９日㈪ 午前10時～
場所：奈良県トラック会館　２階

優良事業所表彰式・優秀運転者顕章伝達式優良事業所表彰式・優秀運転者顕章伝達式

　冒頭、（公社）奈良県トラッ
ク協会の塚本哲夫会長が「現在
トラック運送業界を取り巻く環
境は人手不足、物価の高騰、働
き方改革への対応など厳しい状
況が続いている。そうした中、
皆さんのような優良事業所、並
びに優秀運転者の存在は業界全
体の信頼向上と持続的発展に
とって極めて重要な役割を果た
している。今後も業界の先導役
として安全安心な物流の確保、
よりよい職場環境づくりに力添

えを賜り、その取り組みを次の
世代へ広げて頂くことを期待し
たい」とあいさつ。
　来賓の竹内弘明奈良運輸支局
長は「国土交通省では、引続き
適正な取引を阻害するおそれの
ある荷主への監視の強化と商慣
行の見直しに取組んでいく。皆
さんの受賞はこうした国の取組
みを後押しし、業界全体の底上
げにつながる大きな力となる。
今後とも物流が滞ることが無い
よう健全な事業運営に努めてい

ただき、プロドライバーとして
安全運転はもちろんのこと、後
輩の育成や業界全体のレベル
アップにご尽力いただきたい」
と祝辞を述べました。

優良事業所表彰式� （順不同、敬称略）

　令和７年１月から12月の適正
化事業指導員による巡回指導に
おいて、評価が「A」、かつ「適」

阿古商事株式会社　本社営業所
浅田運輸有限会社　奈良営業所
明日香運送株式会社　田原本営業所
新運輸株式会社　奈良営業所
株式会社S・R・S　本社営業所
株式会社エスライン奈良　本社営業所
株式会社キタウラ　本社営業所

株式会社グローリーロジスティクス　本社営業所
株式会社コダマサービス　大阪営業所
株式会社サザンサポート　本社営業所
有限会社三晃運輸　本社営業所
株式会社サントランスポート　田原本営業所
下市合同貨物自動車株式会社　本社営業所
株式会社ジャパントラフィック　本社営業所

の判定が95％以上であった事業
所に対して、公益社団法人奈良
県トラック協会会長より表彰さ

れた34事業所は下記の通りで
す。

出版輸送株式会社　奈良営業所
太豊陸業株式会社　本社営業所
田口開発株式会社　本社営業所
有限会社中和運送　本社営業所
南都産業株式会社　本店営業所
西川運輸倉庫株式会社　本店営業所
株式会社日商龍磨　奈良営業所

〈優良事業所表彰〉
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▲祝辞を述べる竹内弘明支局長



藤秀建設株式会社　本社営業所
松川運送株式会社　本社営業所
丸八運輸株式会社　本社営業所
丸山カーゴ株式会社　本社営業所
ミュージックサービス株式会社　本社営業所

名阪運輸株式会社　奈良営業所
株式会社モリタ陸運　本社営業所
ヤマト運輸株式会社　田原本営業所
山本運輸株式会社　本社営業所
ヤマモト運送株式会社　本社営業所

優秀運転者顕章（金・銀）伝達式� （順不同、敬称略）

〈金十字章〉
　満20年以上、無事故無違反　
　４名受章

靍田 啓介　株式会社OBS
松岡 保教　出版輸送株式会社
中村 広司　福住運輸倉庫株式会社
児玉 健二　藤俊運送

　トラック運送事業の運転者と
して、永きにわたり運転の業務
に従事し、その成績が優秀で

〈銀十字章〉
　満10年以上、無事故無違反　
　14名受章

永田 隆二　アキタ株式会社
森下 明敏　阿古商事株式会社
正田 宜和　有限会社イングス
竹森 保宏　有限会社イングス
伊藤 力　株式会社OBS
香月 公大　株式会社OBS
佐谷 亮　株式会社OBS
田中 良　株式会社キタウラ

あった方に対して、公益社団法
人全日本トラック協会会長より
表彰された金・銀十字章の受章

川越 忠士　出版輸送株式会社
白川 雄一　出版輸送株式会社
辰己 賢二　出版輸送株式会社
杉本 貴俊　ヤマト運輸株式会社 
� 奈良主管支店
羽山 真一　ヤマト運輸株式会社 
� 奈良主管支店
松田 研二　株式会社友将商店

者18名は下記のとおりです。

吉見運送有限会社　本社営業所
株式会社讀宣運輸　奈良営業所
株式会社リーブ　関西営業所
以上34事業所

〈優良事業所表彰〉
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日時：令和７年12月15日㈪ 午後２時～
場所：ホテルグランヴィア大阪

令和７年度　近畿地区物流政策懇談会令和７年度　近畿地区物流政策懇談会

　近畿運輸局自動車交通部（西野 光 自動車交通部長）、一般社団法人近畿トラック協会（平島竜二 会長）、
近畿地方交通運輸産業労働組合協議会（西村 誠 事務局長）の官、労、使３団体による、近畿地区物流政
策懇談会が開催されました。

　近畿運輸局貨物課の田中康嗣課長から「トラック・物流Gメン活動について」、トラック協会岩井専務
から「SA・PAでのゴミの不法投棄について」、平島会長は「適正原価の導入について」、近畿交運労協ト
ラック部会 堂原 浩事務局長が「全国一斉アンケート調査結果報告」について、資料に基づき説明があり、
意見交換の後、閉会しました。
　奈良県トラック協会の中 秀夫副会長が委員として参加しました。
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日　：令和８年１月30日㈮
場所：大和郡山市役所

大和郡山市へ交通安全啓発冊子大和郡山市へ交通安全啓発冊子

　大和郡山市（上田 清 市長）へ交通安全・事故防止のための啓発冊子を持参しました。
  大和郡山市総務部交通防犯対策課が対応していただき、「啓発冊子等は、子どもや、高齢者の交通安全
教室がありますので、配布して交通事故防止に努めます。」と話されました。
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日　：令和８年１月28日㈬
場所：天理警察署

天理警察署へ交通安全啓発冊子天理警察署へ交通安全啓発冊子

　地域の交通安全・事故防止のため、天理警察署（山本英二署長）へ交通安全啓発冊子を持参しました。
　中村将人交通課長が対応していただき、「交通安全教育の機会がありますので、その時に配布させてい
ただきます。」と話されました。
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日　：令和８年１月30日㈮
場所：郡山警察署

郡山警察署へ交通安全啓発冊子郡山警察署へ交通安全啓発冊子

　地域の交通安全・事故防止のため、郡山警察署（増田　朋美署長）へ交通安全啓発冊子を持参しました。
　同署の交通課員が、「高齢者、子どもの交通事故防止のため、来訪する住民の方々に配布する等、交通
事故防止に努めます。」と話されました。
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河合町へ交通安全啓発冊子河合町へ交通安全啓発冊子
　令和８年２月３日（火）、河合町（森川 善之町長）へ交通安全・事故防止のための啓発冊子を持参しま 
した。
　河合町総務部 植村 一之 危機管理課長が対応していただきました。
　ご担当者は、「新入学児童への父兄説明会や春の交通安全運動期間中に配布し、交通安全啓発活動に役
立てます。」と話されました。
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高齢者と子どもの交通安全啓発冊子高齢者と子どもの交通安全啓発冊子
　令和８年２月６日（金）、生駒警察署（中西輝彦署長）へ交通事故防止のための啓発冊子「歳を重ねた
自分を交通事故からどう守るか?」と「子どもを交通事故からいかに守るか」を届けました。長谷川善一
交通課長から「地域の交通事故防止のため、様々な活動に使わせて頂きます。」と話がありました。
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▲中西署長（左）、長谷川課長（右）



日時：令和８年２月13日㈮ 午後２時30分～５時30分
場所：京王プラザホテル（東京都新宿区）

参加者：樅木一弘（モミキ運送㈱）

　　　　山谷謙造（大和運輸㈱）

　　　　吉岡顕彦（吉岡運送㈱）

　　　　廣瀬　誠（藤俊運輸㈱）

　　　　大西　徹（事務局）

　２月13日（金）に京王プラザホテルにおいて、令和７年度（公社）全日本トラック協会青年部会全国大
会が開催され、全国から青年経営者ら700名、奈良県から５名が参加しました。
　青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰の授与式が行われ、今年度、銀賞を受賞した滋賀県
トラック青年協議会より「親子で学ぶ生命と交通の未来体験」について事業発表がありました。深刻な人
手不足と高齢化、マイナスイメージの定着といった物流業界の課題に対し、交通安全フェアと連携した体
験型の取り組みを実施。具体的にはトラック業務体験、交通安全教室、命のメッセージ展の三つの柱で構
成され、参加した親子は、実際の業務を通じて安全意識を高めることができたと説明がありました。
　研修では、アパホテル株式会社　取締役社長　元谷 芙美子氏による「私が社長です。」というテーマの
講演がありました。

青年部会全国大会に参加青年部会全国大会に参加
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日　：令和８年２月７日㈯
場所：和好（吉野郡大淀町）

奈良県トラック協会 吉野支部会奈良県トラック協会 吉野支部会

　奈良県トラック協会吉野支部（櫻本 貴大支部長）は、令和7年度通常総会を開催し、協会の理事会、今
後の活動計画等について報告しました。
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▲写真右端が家長事務局長



内閣総理大臣 衆議院議員 高市早苗 事務所から来訪内閣総理大臣 衆議院議員 高市早苗 事務所から来訪
　令和８年１月７日（水）、 内閣総理大臣 衆議院議員 高市早苗 事務所の木下 守秘書が来訪されました。
　奈良県トラック協会の中 秀夫副会長が対応し、トラック運送業界の現況等について報告しました。
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▲木下秘書（左）



日　：令和８年１月29日㈭
場所：奈良県トラック会館

奈良県議会議員来訪奈良県議会議員来訪

　奈良県議会議員 自民党奈良県連の永田ゆづる 政調会長と、芦髙清友 組織広報委員長が来訪され、奈良
県トラック協会の公益目的事業等について説明・報告しました。
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▲芦髙県議（左）、永田県議（右）



詳細は（公社）全日本トラック協会のホームページをご覧ください。

◆全日本トラック協会ホームページ
　HOME > 会員の皆様へ > 調査・研究 > トラック運送業界の景況感（速報）
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　　2025 年 12 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

116.98 107.27 114.33

　　2025 年 12 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ENEOS 113.59 105.44 115.98

出光昭和シェル 130.67 104.85 109.00

キグナス

コスモ 130.27 109.73 108.30

その他 112.80 107.92 114.68

　　2025 年 12 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 120.15 106.99 115.89

30～50キロリットル未満 106.50 102.82 106.85

50～100キロリットル未満 108.14 103.66 109.00

100キロリットル以上 112.70 111.55

　　2025 年 12 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 110.30 106.10 110.10

30～60日未満 118.01 106.47 114.94

60日以上 127.92 114.14

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2025年８月 127.36 113.62 121.04

2025年９月 130.45 114.70 126.49

2025年10月 128.53 113.29 120.76

2025年11月 123.38 108.56 119.39

2025年12月 116.98 107.27 114.33

※消費税抜きの価格となります。

令和８年１月23日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2025年12月）
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飲酒運転の根絶を目指して



10

トラック後退時での労働災害の多くが、トラックの後方にいた被災者が
トラックの後退に気付かなかったために発生していました。
気付かなかった理由としては、近隣からの苦情により後退警告音（ブザー）の音量を下げていた、
本来は後退禁止だった、バックモニターを使用していなかった――等が挙げられます。

5

事
１
例

事
２
例

トラックの後退誘導時に
トラックと電柱に挟まれる（死亡災害）

トラックの荷役作業指示中に
後退してきた別のトラックに接触（死亡災害）

　被災者（運転手助手）は、路地で引
越トラックの後退誘導を行っていた
ところ、トラックと電柱の間に挟まれ
ました。当該トラックにはバックモニ
ターが装備されていましたが、被災者
が目視できなかったにもかかわらず、
運転手は事故発生当時バックモニター
を使用していませんでした。

　被災者はトラックＡの運転手に対
して荷役作業の指示を行っていまし
た。そこに別のトラックＢが給油のた
めに、本来は禁止されている後退で移
動してきました。トラックＢの運転手
は被災者に気付かずに後退を続けた
ために、被災者はトラックＢと接触し
ました。なお、事故が発生したのは夕
方で、薄暗い状態でした。

トラック後退時
における
死亡災害

％5.3
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重大な労働災害を防ぐためには



11

▶労働災害を防ぐためのポイント！

対 策 後退誘導のルールを定めるとともに、トラックを後退させるのは
後方の状況確認ができる場合のみに限定しましょう

トラック後退時の事故の多くが、後方の確認が不十分だったために発生し
ています。様々な安全対策を行い、後方の確認を十分行った上で後退させ
るようにしましょう。

 トラック後退時には、周辺への第三者の立ち入
り制限を定め、遵守させましょう

 後退誘導担当者を配置しましょう。また、運転
手は誘導担当者が目視できる状態で後退を行
い、声や笛などの音声のみで後退の可否を判断
しないようにしましょう

 トラック同士が接触するおそれのある場合は、複
数台のトラック誘導を行わないようにしましょう

 原則として、後退警告音の音量は下げないようにし
ましょう。やむを得ず下げる場合は、バックモニター
等その他の安全対策を併用しましょう

その他、事業者・作業者は次のような対策を講じましょう

12 ページの
「 対策例 2 後退時編 」も
ご覧ください。

Check 2

ひ と こ と
アドバイス
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事業報告書及び事業実績報告書の提出について

 

 

 
 

 

事業報告書及び事業実績報告書の提出について 

貨物自動車運送事業報告規則により、毎事業年度における収支状況を報告する「事業報

告書」と 1 年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が必要です。 

提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局です。（奈良県に主たる事務所が

ある場合は奈良運輸支局が提出先） 

様式は近畿運輸局や奈良県トラック協会のホームページからダウンロードすることがで

きます。 

 
各報告書の提出期限及び提出部数 

報告書種類 提出期限 提出部数 

事業報告書 毎事業年度の経過後 100 日以内 

3 部 

事業実績報告書 
毎年 7 月 10 日まで 

（前年 4 月 1 日～3 月 31 日の実績を記載） 
  

 一般貨物自動車運送事業 事業報告書について  

事業報告書は次の⑴から⑸の書類で構成されます。 
⑴ 事業概況報告書（第 1 号様式） 
⑵ 一般貨物自動車運送事業損益明細表（第 2 号様式） 
⑶ 一般貨物自動車運送事業人件費明細表（第 3 号様式） 
⑷ 損益計算書 
⑸ 貸借対照表 
※⑷⑸は様式に定めがありませんので、決算書の｢損益計算書｣と｢貸借対照表｣を用

いることができます。 
 

 

 貨物自動車運送事業実績報告書（第 4 号様式）について  

事業実績報告書では前年 4 月 1 日から 3 月 31 日までの輸送の実績を報告します。 
「輸送実績」の項目は営業所が位置する地方の欄へ記入してください。また、営業所が複

数の地方に位置する場合は所在地ごとに合計しそれぞれ該当する欄へ記入し、各項目の
合計値を全国計の欄へ記入してください。 
※次項に事業実績報告書の記入方法を掲載しています。 
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事業報告書及び事業実績報告書の提出について 

貨物自動車運送事業報告規則により、毎事業年度における収支状況を報告する「事業報

告書」と 1 年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が必要です。 

提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局です。（奈良県に主たる事務所が

ある場合は奈良運輸支局が提出先） 

様式は近畿運輸局や奈良県トラック協会のホームページからダウンロードすることがで

きます。 

 
各報告書の提出期限及び提出部数 

報告書種類 提出期限 提出部数 

事業報告書 毎事業年度の経過後 100 日以内 

3 部 

事業実績報告書 
毎年 7 月 10 日まで 

（前年 4 月 1 日～3 月 31 日の実績を記載） 
  

 一般貨物自動車運送事業 事業報告書について  

事業報告書は次の⑴から⑸の書類で構成されます。 
⑴ 事業概況報告書（第 1 号様式） 
⑵ 一般貨物自動車運送事業損益明細表（第 2 号様式） 
⑶ 一般貨物自動車運送事業人件費明細表（第 3 号様式） 
⑷ 損益計算書 
⑸ 貸借対照表 
※⑷⑸は様式に定めがありませんので、決算書の｢損益計算書｣と｢貸借対照表｣を用

いることができます。 
 

 

 貨物自動車運送事業実績報告書（第 4 号様式）について  

事業実績報告書では前年 4 月 1 日から 3 月 31 日までの輸送の実績を報告します。 
「輸送実績」の項目は営業所が位置する地方の欄へ記入してください。また、営業所が複

数の地方に位置する場合は所在地ごとに合計しそれぞれ該当する欄へ記入し、各項目の
合計値を全国計の欄へ記入してください。 
※次項に事業実績報告書の記入方法を掲載しています。 

  

輸輸送送実実績績 
① 延実在車両数…車両数×365 日 
② 延実動車両数…車両数×車両の稼働日数 
③ 走行キロ…前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの 1 年間の自社全車両の総走行キロ数 
④ 実車キロ…貨物を積載して走行した年間の走行キロ数 
⑤ 輸送トン数 

Ⅰ 実 運 送…自社車両にて輸送した取扱トン数（霊柩は体数を記入） 
Ⅱ 利用運送…協力会社等（傭車）による取扱トン数 

⑥ 営業収入…実運送と利用運送による売上高 
事事故故件件数数  
・交通事故件数…車両等の交通による人の死傷または損壊があった事故の数を記載 
・重大事故件数…死者または重傷者を生じた事故等の数を記載 

 

 

該該当当すするる事事業業をを選選択択ししまますす。。  

全全営営業業所所のの保保有有台台数数   全全営営業業所所のの従従業業員員数数   全全営営業業所所のの運運転転者者数数  

 

 輸輸送送のの内内容容、、品品目目をを  
項項目目かからら選選択択ししまますす。。  

「「そそのの他他」」をを選選択択すするる場場合合はは  
輸輸送送すするる品品目目をを記記載載ししまますす。。  

① ② ③ ④ ⑤－Ⅰ ⑤－Ⅱ ⑥ 

       
  

 そそれれぞぞれれのの営営業業所所がが  

位位置置すするる地地方方のの欄欄へへ記記入入  
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）誤発進した大型貨物車と停止中の普通貨物車の追突事故

事業用自動車事故事例 №127



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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「適正化事業・巡回指導報告書」  

奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和８年１月実施結果  

調査事項 調査件数 指導件数 指導率 
 

Ⅰ.事業計画等 

 １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 12 0 0.0%  
 ２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 12 0 0.0%  
 ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 12 0 0.0%  
 ４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 12 0 0.0%  
 ５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 12 0 0.0%  
 ６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） 9 0 0.0%  
 ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 12 0 0.0%  
 ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 12 0 0.0%  

Ⅱ.帳簿類の整
備、報告等 

 １．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 5 0 0.0%  
 ２．自動車事故報告書を提出しているか。 0 0 0.0%  
 ３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 12 0 0.0%  
 ４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 12 0 0.0%  
 ５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） 9 1 11.1% ③ 

Ⅲ.運行管理等 

 １．運行管理規程が定められているか。 12 0 0.0%  
○ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0.0%  
 ３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 12 1 8.3%  
 ４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 12 0 0.0%  
○ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 12 1 8.3%  
 ６．過積載による運送を行っていないか。                         ☆ 12 0 0.0%  
○ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 12 1 8.3%  
 ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 12 0 0.0%  
 ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。            ☆ 8 0 0.0%  
 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 2 0 0.0%  
○ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 12 1 8.3%  
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 8 4 50.0% ① 
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 8 2 25.0%  

Ⅳ.車両管理等 

 １．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 12 0 0.0%  
○ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 12 0 0.0%  
 ３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 12 2 16.7%  
 ４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 12 0 0.0%  
○ ５．定期点検及びその保存がされているか。 12 1 8.3%  

Ⅴ.労基法等 

 １．就業規則が制定され、届出されているか。 5 0 0.0%  
 ２．３６協定が締結され、届出されているか。 11 0 0.0%  
 ３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） 12 0 0.0%  
○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 12 3 25.0% ② 

Ⅵ.法定福利 
 １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 10 0 0.0%  
 ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 10 0 0.0%  

Ⅶ.運輸安全 
マネジメント 

 １．運輸安全マネジメントの実施は適正か。 12 1 8.3%  

指 導 件 数 合 計 397 18 4.7%   

（注）○…重点指導項目 ☆…霊柩は項目から除外  
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 ４件 ６件 １件 件 件 件 １１件 
新規参入 件 件 件 件 件 件 件 
新規(他) 件 １件 件 件 件 件 １件 
特別(労) 件 件 件 件 件 件 件 

特別(他) 件 件 件 件 件 件 件 
総合 ４件 ７件 １件 件 件 件 １２件 

 

令和８年１月実施状況 

計画件数 実施件数 

１２件 １２件 

 

実施件数合計 

１５９件 

 

令 和 ７ 年 度 月 別 実 施 件 数 
実施月 件 数 実施月 件 数 実施月 件 数 
４月 ２２件 ８月 １２件 １２月 １４件 
５月 １９件 ９月 １４件 １月 １２件 
６月 ２１件 １０月 １６件 ２月 件 
７月 １７件 １１月 １２件 ３月 件 
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適正化事業・巡回指導報告書（令和８年１月)



ト ラ ッ ク の 構 造 上 の 特 性
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トラック協会・陸災防奈良県支部

３月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

４ 水 14：00 ～ 第14回トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会 奈良県トラック会館

７ 土 ９：00 ～ フォークリフト運転技能講習会【学科】 奈良県トラック会館

11 水 10：３0 ～ 第３回適正化実施対策委員会 奈良県トラック会館

13 金 10：00 ～ 第40回奈良県適正化事業実施機関評議委員会 奈良県トラック会館

14 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技２日間】 奈良県トラック会館

15 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

21 土 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

22 日 ８：30 ～ フォークリフト運転技能講習会【実技４日間】 奈良県トラック会館

４月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

13 月 14：00 ～ 第１回交通安全・労災防止対策委員会 奈良県トラック会館

22 水 第１回総務委員会 奈良県トラック会館

28 火 第304回理事会 奈良県トラック会館
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２２ 県県内内のの事事業業用用貨貨物物自自動動車車がが関関係係すするる交交通通事事故故発発生生状状況況

３３ 自自転転車車運運転転者者にに対対すするる交交通通反反則則通通告告制制度度のの開開始始

本本年年44月月11日日かからら１１６６歳歳以以上上のの自自転転車車運運
転転者者をを対対象象にに、、信信号号無無視視ややススママホホののなながが
らら運運転転ななどどのの違違反反にに対対ししてて青青切切符符（（交交通通
反反則則通通告告制制度度））がが導導入入さされれまますす。。

１１ 県県内内のの交交通通事事故故発発生生状状況況

２月１５日現在

4,844 件 4,866 件 -22 件 １日あたり約 105 件

310 件 322 件 -12 件 １日あたり約 7 件

死者数 3 人 4 人 -1 人 約１5日に 15 人

負傷者数 374 人 380 人 -6 人 １日あたり約 8 人

4,534 件 4,544 件 -10 件 １日あたり約 99 件

令和８年 増減数

人身事故件数

総件数

備　　考前年同期区　　分

物件事故件数

※令和８年の件数、死傷者数は概数です。

年度末の繁忙期、

漫然運転や過労

運転に注意し、

無理のない運行

計画で安全運転

を心掛けましょ

う。

奈奈 良良 県県 警警 察察 本本 部部 かか らら

253 件 263 件 -10 件

16 件 13 件 3 件

死者数 0 人 0 人 0 人

負傷者数 19 人 16 人 3 人

237 件 250 件 -13 件

総件数

2月１５日現在

増減数令和８年区　　分

人身事故件数

前年同期

※令和８年の件数、死傷者数は概数です。

物件事故件数
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奈良県警察本部からのお知らせ
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近畿交通共済から

近
畿
交
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自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を 
近近畿畿共共済済はは、、組組合合員員ののみみななささままとと一一体体ととななっってて事事故故防防止止にに努努力力ししてていいまますす  

お問い合わせ・ご連絡は当組合奈良事務所 ０７４２―９０－０５１０ 

近畿交通共済からのお知らせ



奈良運輸支局からのお知らせ
 

              奈良運輸支局年度末対応の案内 

 

 毎年３月末は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受け、自動車の

検査・登録の各種申請が窓口に集中します。 

 この時期は、申請者の皆さま方には長時間お待ちいただくなど大変ご不便をおかけす

ることとなります。 

 このような状況を緩和するため、自動車の移転登録（名義変更）や抹消登録（廃車）等

の各種手続き及び検査につきましては、できるだけ早期に済まされるようお願いします。 

 登録及び検査関係の案内につきましては、自動車検査登録総合ポータルサイト

（https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/）にて必要書類等

のご案内をしているほか、ヘルプデスク「０５０－５５４０－２０６３」でもご案内しています。

（自動音声案内は２４時間ご利用可能） 

 

自動車検査登録総合ポータルサイト QR コード → 

 

 

 

                                       近畿運輸局奈良運輸支局 
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写真撮影：令和８年２月 
場　　所：天理駅西側

　天理市により、天理駅西側に貨物車の荷捌き施設が整備されました。

「荷捌き施設」が整備されました「荷捌き施設」が整備されました
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陸災防 近畿ブロック支部長・事務局長会議陸災防 近畿ブロック支部長・事務局長会議
　令和８年２月２日（月）午後２時から、グランフロント大阪北館10階のタワー Bカンファレンスルーム

（大阪市北区）において、陸上貨物運送事業労働災害防止協会近畿ブロック支部長・事務局長会議が開催
されました。
　陸災防本部の横尾雅良専務理事から、「速報値で、労働災害発生状況、死亡、死傷者数は、前年を下回るが、
これまで以上に労働災害防止への取り組みを進めていきたい。各支部において引き続き安全衛生、災防活
動に取り組んで頂きたい。」と冒頭の挨拶がありました。
　その後、令和７年度業務実施状況の概要、令和８年度事業計画（案）、陸上貨物運送事業労働災害防止
規程の変更等について説明がありました。
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25ページ　事業者の対策事例

飲酒運転の根絶飲酒運転の根絶
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